
第３７０号 令和５年（2023年) １１月 
 

熊 野 町 商 工 会 案 内 
 

期 日 行   事   予   定 

11／１ 水 

全国すしの日 

犬の日 

本格焼酎の日 

・三役会 10:30～ 

・事業環境変化対応型経営相談窓口（専門家対応）13:00～ 

・熊野町地域経済応援クーポン利用開始 

２ 木   

３ 金 
文化の日 

文具の日 
 

４ 土   

５ 日   

６ 月   

７ 火   

８ 水 コメの日 ・事業環境変化対応型経営相談窓口（専門家対応）13:00～ 

９ 木  ・インボイス制度個別相談会（税理士対応） 13:00～ 

１０ 金 トイレの日  

１１ 土   

１２ 日 
洋服記念日 

パンの日 
 

１３ 月   

１４ 火   

１５ 水 
きものの日 

お菓子の日 

・熊野町地域経済応援クーポン事務局開設（商工会館 3階）10：00～17：00 

・事業環境変化対応型経営相談窓口（専門家対応）13:00～ 

１６ 木  ・熊野町地域経済応援クーポン事務局開設（商工会館 3階）10：00～17：00 

１７ 金  
・第 91回 全国書画展覧会 準備 9:00～ 

・インボイス制度個別相談会（税理士対応） 13:00～ 

１８ 土 コメの日 ・第 91回 全国書画展覧会 展示会（～20日まで） 熊野町民会館 

１９ 日  
・第 91回 全国書画展覧会 表彰式 

・女性部視察研修（～20日まで） 

２０ 月   

２１ 火  ・第 91回 全国書画展覧会 撤去 9:00～ 

２２ 水 夫婦の日 
・事業環境変化対応型経営相談窓口（専門家対応）13:00～ 

・第 63回 商工会全国大会（NHKホール）（～23日まで） 

２３ 木 

勤労感謝の日 

ふみの日 

外食の日 
 

２４ 金   

２５ 土   

２６ 日 ふろの日  

２７ 月   

２８ 火 コメの日  

２９ 水  ・事業環境変化対応型経営相談窓口（専門家対応）13:00～ 

３０ 木 そばの日 ・熊野町地域経済応援クーポン事務局開設（商工会館 3階）10：00～17：00 

 

 

TEL   082‐854‐0216 

FAX   082‐854‐6458 

E-mail kumano@hint.or.jp 

URL:https://www.kumasho.com 

就職ガイダンス in Kumano 開催決定！！ 

日時：12月 6日（水）13：30～15：30 

会場：熊野町民会館 集会室 

求人ブース出展のお申込みのさいは、

商工会までお問合せ下さい。 

mailto:kumano@hint.or.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年収の壁問題と助成金について 

 

経営上のこんなお悩みを抱えていませんか？ 

「まだ、なんとかなる…」、「もう少し頑張れば…」と事業を続けていく 

うちに事態はより深刻になり、傷口を広げていることが少なくありません。 

経営に不安を生じましたら、商工会職員と専門家（弁護士・税理士・中小企

業診断士等）が対応させていただきます。 

労働力確保を目的に、政府は「年収 106万円の

壁」解消のために、『キャリアアップ助成金（社会

保険適用時処遇改善コース）』を創設しました。 
 

従来からあります、キャリアアップ助成金に比

べ、提出書類は簡便化されていますが、大変煩雑

な手続きと制度設計となっています。 
 

詳しく制度を知りたい事業主の方は、社会保険

労務士と中小企業診断士の資格を保有しています

専門家が、事業環境変化対応型経営相談窓口 

（11月 1日、15日、22日）にて対応いたします。 

事前にご予約していただき、商工会までお越し

ください。よろしくお願いいたします。 
 

※詳しくは、同封していますチラシをご覧ください。 

 

 

 

 

商工会員募集！ 

商工会では、新規会員の加入

推進をしております。ご近所や

お取引先のお知り合いの方で、

まだ商工会員でない方をご存じ

でしたらご紹介ください。 

商工会職員が、ご紹介いただ

きました事業所へ伺い、説明さ

せていただきます。 

 

 

 

日本政策金融公庫 

マル経融資について 

利息：1.2％（10月 2日現在） 

この融資制度は、商工会の経営指導を

受けて経営改善に取り組む事業所の方

に、商工会の推薦によって日本政策金融

公庫から貸出されるものです。 

・問題の多い従業員を

なんとかしたい 

・従業員の不正行為で

損害賠償請求された 

・売掛金が回収できない 

・取引先の経営状況が 

悪化している 

労使問題 ・トラブル回避のために

契約書を作りたい 

・取引内容で意見が 

異なりもめている 

法律問題 

債権回収 

  

・借入金の返済が 

苦しい 

 

資金繰り 

相談料 

無 料 


